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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体光学像を電気的な画像信号に変換して順次出力する撮像手段と、
　前記撮像手段の出力から生成された第１の画像信号の一部を、信号補間により拡大して
、第２の画像信号を生成する電子ズーム手段と、
　前記第１の画像信号より表される画像、及び、前記第２の画像信号により表される画像
から、顔を表す画像領域を検出すると共に、当該検出した画像領域が顔を表している確か
らしさを表す信頼度と当該検出した画像領域の位置とを含む情報を検出する検出手段と、
　前記検出手段により検出された前記信頼度を、閾値と比較する比較手段と、
　前記比較手段により比較した結果、前記検出された信頼度が前記閾値よりも高い場合に
、前記情報を記憶する記憶手段とを有し、
　前記第２の画像信号により表される画像から検出された画像領域に対する前記閾値を、
前記第１の画像信号により表される画像から検出された画像領域に対する前記閾値よりも
低くしたことを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記電子ズーム手段は、前記第１の画像信号の一部を、信号補間により拡大して、前記
第２の画像信号よりも拡大された第３の画像信号を生成し、
　前記検出手段は、前記第３の画像信号により表される画像から、顔を表す画像領域を検
出すると共に、当該検出した画像領域が顔を表している確からしさを表す信頼度と当該検
出した画像領域の位置とを含む情報を検出し、
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　前記第３の画像信号により表される画像から検出された画像領域に対する前記閾値を、
前記第２の画像信号により表される画像から検出された画像領域に対する前記閾値よりも
低くしたことを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記情報は、前記画像領域のサイズを更に含み、前記比較手段により比較した結果、前
記検出された信頼度が前記閾値よりも高い場合に、前記情報に含まれる前記画像領域の位
置及びサイズに基づいて、前記検出した画像領域を示す枠を、前記撮像手段から出力され
た画像信号の画像に重畳して表示する表示手段を更に有することを特徴とする請求項１ま
たは２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　ズームレンズを備えた光学ズーム手段を更に有し、
　前記光学ズーム手段から前記電子ズーム手段にズーム倍率の制御を移行する場合に、前
記移行した後に用いる前記閾値を決定する決定手段を更に有し、
　前記決定手段は、前記移行の直前に前記検出手段により顔を表す画像領域が検出できな
かった場合に、前記移行した後の閾値を、前記第１の画像信号により表される画像から検
出された画像領域に対する前記閾値と同じ閾値に決定することを特徴とする請求項１乃至
３のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記比較手段により比較した結果、前記検出された信頼度が前記閾値よりも高い場合に
、前記情報に含まれる位置が示す前記画像領域の画像信号を用いて合焦制御及び露出制御
を行うことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項６】
　撮像手段が、被写体光学像を電気的な画像信号に変換して順次出力する撮像工程と、
　電子ズーム手段が、前記撮像工程の出力から生成された第１の画像信号の一部を、信号
補間により拡大して、第２の画像信号を生成する電子ズーム工程と、
　検出手段が、前記第１の画像信号より表される画像、及び、前記第２の画像信号により
表される画像から、顔を表す画像領域を検出すると共に、当該検出した画像領域が顔を表
している確からしさを表す信頼度と当該検出した画像領域の位置とを含む情報を検出する
検出工程と、
　比較手段が、前記検出工程で検出された前記信頼度を、閾値と比較する比較工程と、
　記憶手段が、前記比較工程において比較した結果、前記検出された信頼度が前記閾値よ
りも高い場合に、前記情報を記憶する記憶工程とを有し、
　前記第２の画像信号により表される画像から検出された画像領域に対する前記閾値を、
前記第１の画像信号により表される画像から検出された画像領域に対する前記閾値よりも
低くしたことを特徴とする撮像装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置及び制御方法に関し、更に詳しくは、撮像して得た画像から任意の
対象物の画像領域を検出可能な撮像装置及び制御方法にする。
【背景技術】
【０００２】
　従来、画像データから所定の条件を満たす対象を繰り返し検出する機能を有する装置が
ある。そのような装置の一例として、光電変換素子である固体撮像素子にて画像データを
得る撮像装置において次のような装置が提案されている。先ず、得られた画像データの中
から形状解析等の手法によって所定の対象物（主被写体）を自動的に検出する。そして、
主被写体が検出されると画面でその旨を表示すると共に、検出された主被写体に対して焦
点検出エリアを表示し、この焦点検出エリアに対して焦点調節動作を行わせる（例えば、
特許文献１を参照）。この撮像装置によれば、画像データ全体から対象物の検出を行うこ
とで、対象物が被写界のどこに存在しようとも、対象物に対して焦点調節動作を行うこと
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ができる。
【０００３】
　また、検出した対象物を追尾するためには、形状解析等の手法による対象物の検出動作
を周期的に行う必要がある。そこで、撮像装置の電子ビューファインダ（以下、ＥＶＦと
いう）等の表示装置にて、被写体の動きを観察するために画像データを連続的に表示する
場合は、対象物の動きに合わせて対象物の検出結果も更新することが望まれる。そこで、
周期的に行われる対象物の検出結果を随時更新し、最新の対象物の検出結果を常に表示す
る処理が行われる。例えば、対象物が検出された場合には、その検出された領域に、検出
されたことを示す枠を被写体の画像に重畳させて表示する。
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－１０７３３５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、電子ズームにより対象物を含むライブ画像の一部が拡大され、低解像度
での表示がなされ、高確率で対象物を検出することが困難な場合に、特許文献１のような
技術では以下のような問題が想定される。即ち、ＥＶＦ上でユーザが対象物を認識できる
にも関わらず、対象物が検出されず、また検出されたことを示す枠も重畳表示されず、か
つ対象物に対して焦点調節動作が行なわれない可能性がある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の撮像装置は、被写体光学像を電気的な画像信号に変換して順次出力する撮像手
段と、前記撮像手段の出力から生成された第１の画像信号の一部を、信号補間により拡大
して、第２の画像信号を生成する電子ズーム手段と、前記第１の画像信号より表される画
像、及び、前記第２の画像信号により表される画像から、顔を表す画像領域を検出すると
共に、当該検出した画像領域が顔を表している確からしさを表す信頼度と当該検出した画
像領域の位置とを含む情報を検出する検出手段と、前記検出手段により検出された前記信
頼度を、閾値と比較する比較手段と、前記比較手段により比較した結果、前記検出された
信頼度が前記閾値よりも高い場合に、前記情報を記憶する記憶手段とを有し、前記第２の
画像信号により表される画像から検出された画像領域に対する前記閾値を、前記第１の画
像信号により表される画像から検出された画像領域に対する前記閾値よりも低くしたこと
を特徴とする。
【０００７】
　また、本発明の撮像装置の制御方法は、撮像手段が、被写体光学像を電気的な画像信号
に変換して順次出力する撮像工程と、電子ズーム手段が、前記撮像工程の出力から生成さ
れた第１の画像信号の一部を、信号補間により拡大して、第２の画像信号を生成する電子
ズーム工程と、検出手段が、前記第１の画像信号より表される画像、及び、前記第２の画
像信号により表される画像から、顔を表す画像領域を検出すると共に、当該検出した画像
領域が顔を表している確からしさを表す信頼度と当該検出した画像領域の位置とを含む情
報を検出する検出工程と、比較手段が、前記検出工程で検出された前記信頼度を、閾値と
比較する比較工程と、記憶手段が、前記比較工程において比較した結果、前記検出された
信頼度が前記閾値よりも高い場合に、前記情報を記憶する記憶工程とを有し、前記第２の
画像信号により表される画像から検出された画像領域に対する前記閾値を、前記第１の画
像信号により表される画像から検出された画像領域に対する前記閾値よりも低くしたこと
を特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、画像の解像度が高い場合の対象物の検出精度を保ちながら、電子ズー
ムにより画像の解像度が低くなっても、対象物の検出を行うことが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【０００９】
　以下、添付図面を参照して本発明を実施するための最良の形態を詳細に説明する。
【００１０】
　本実施の形態における撮像装置１の概略構成について、図１を参照して説明する。
【００１１】
　１０１は、光学ズーム手段の一例であるズームレンズ、フォーカスレンズ等を含む撮影
レンズ、１０２は絞り機能を備えたシャッターである。１０３は、撮像手段の一例として
被写体光学像を電気的な画像信号に変換するＣＣＤやＣＭＯＳセンサに代表される撮像素
子、１０４は撮像素子１０３から出力されるアナログ出力をデジタル信号（デジタル画像
データ）に変換するＡ／Ｄ変換器である。
【００１２】
　１０５は撮像素子１０３、Ａ／Ｄ変換器１０４、Ｄ／Ａ変換器１１０にクロック信号や
制御信号を供給するタイミング発生回路であり、メモリ制御回路１０９およびシステム制
御部１０７により制御される。
【００１３】
　１０６は画像処理回路であり、Ａ／Ｄ変換器１０４からの画像データ或いはメモリ制御
回路１０９からの画像データに対して所定の画素補間処理や色変換処理を行う。また、画
像処理回路１０６は顔検出部１２６を含み、画像データから顔の検出及び検出した顔の情
報の取得を行う。なお、顔検出部１２６は検出手段の一例であり、人の顔を検出の対象物
とした場合の構成である。
【００１４】
　顔の検出技術としては、例えば、ニューラルネットワークに代表される学習を用いる方
法や、目や鼻といった物理的な形状の特徴のある部位を画像領域からテンプレートマッチ
ングにより検出する手法がある。他にも、肌の色や目の形といった画像特徴量を検出し、
統計的解析を用いる手法が挙げられる（例えば、特開平１０－２３２９３４号公報や特開
２０００－４８１８４号公報等を参照）。
【００１５】
　本実施の形態では、一対の目（両目）、鼻、口を検出し、これらの相対位置より人物の
顔を示す画像領域（以下、「顔領域」と呼ぶ。）を決定する方法により顔検出処理を行う
ものとして説明する。この方法では、検出の対象となる人物が片目を閉じていたり、不意
に余所見をして横向きになった場合には、基準となる一対の目が存在しないために顔領域
の検出ができなくなる。また、顔の情報とは、顔の有無、検出された場合の顔としての確
からしさの指標である信頼度、顔の位置、サイズ等が含まれる。図２は、この検出方法に
おける信頼度の基準の一例を示す。図２では、信頼度の数字が少ない方が、より信頼度が
高いことを示している。なお、信頼度の基準は図２に示す例に限られるものではないこと
は言うまでもない。
【００１６】
　更に、画像処理回路１０６は、電子ズーム手段の一例として電子ズーム部１３６を含む
。電子ズーム部１３６は、操作部１１３を介して撮影者からズームレンズによるズーム倍
率の限界を超えてズーム倍率を高くする指示があった場合に、指示されたズーム倍率に応
じて画像信号の一部を信号補間して拡大する。
【００１７】
　また、画像処理回路１０６においては、撮像した画像データを用いて所定の演算処理を
行う。そして、得られた演算結果に基づいてシステム制御部１０７が、合焦制御としてＡ
Ｆ（オートフォーカス）処理、及び、露出制御としてＡＥ（自動露出）処理、ＥＦ（フラ
ッシュプリ発光）処理を行う。更に、ＡＷＢ（オートホワイトバランス）処理も行う。
【００１８】
　Ａ／Ｄ変換器１０４から出力されたデジタル画像データが、画像処理回路１０６及びメ
モリ制御回路１０９を介して、或いはＡ／Ｄ変換器１０４から直接メモリ制御回路１０９
を介して、画像メモリ１０８、あるいは画像表示メモリ１１１に書き込まれる。
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【００１９】
　１０８は撮影した静止画像や動画像を格納するための画像メモリであり、所定枚数の静
止画像や所定時間の動画像を格納するのに十分な記憶容量を備えている。これにより、複
数枚の静止画像を連続して撮影する連射撮影やパノラマ撮影の場合にも、高速かつ大量の
画像書き込みをメモリ１０８に対して行うことが可能となる。また、メモリ１０８はシス
テム制御部１０７の作業領域としても使用することが可能である。
【００２０】
　１１１は画像表示メモリであり、画像表示メモリ１１１に書き込まれた表示用の画像デ
ータはＤ／Ａ変換器１１０を介して表示部１１２に表示される。表示部１１２は、システ
ム制御部１０７の指示により任意に表示をＯＮ／ＯＦＦすることが可能であり、表示をＯ
ＦＦにした場合には撮像装置１の電力消費を大幅に低減することができる。
【００２１】
　１１３は、シャッターボタンに代表される各種スイッチ、モードダイヤルやスライダ等
の操作部材、ズーム倍率を指示するための操作部材、表示部１１２を利用したソフトスイ
ッチなどを含む操作部である。操作部１１３を用いて入力されたユーザーの指示がシステ
ム制御部１０７に送られる。なお、本実施の形態ではシャッターボタンは公知の２段式の
シャッターボタンとし、シャッターボタンの第１ストローク（例えば半押し）によりシャ
ッタースイッチＳＷ１がＯＮとなり、ＡＦ処理、ＡＥ処理、ＡＷＢ処理、ＥＦ処理等の動
作開始が指示される。また、シャッターボタンの第２ストローク（例えば全押し）により
シャッタースイッチＳＷ２がＯＮとなり、露光処理、現像処理、及び記録処理からなる一
連の処理の動作開始が指示される。また、操作部１１３により、撮像された画像から顔の
検出を行う顔検出モードを設定することができる。
【００２２】
＜第１の実施形態＞
　次に、本願発明の第１の実施形態における上記構成を有する撮像装置１の撮像モード時
の動作について、図３のフローチャートを参照して説明する。
【００２３】
　ステップＳ１０１において電池投入により電源を入れた後、システム制御部１０７は撮
像装置１が動作可能な各種モードの内、設定されているモードを確認し（ステップＳ１０
２）、撮像モードが設定されているかどうかを判断する（ステップＳ１０３）。撮像モー
ド以外のモードでは以下に説明する処理は行わないので、本第１の実施形態ではステップ
Ｓ１０２に戻って設定されているモードの確認及び撮像モードが設定されたかどうかの判
断を繰り返す。
【００２４】
　撮像モードが設定されると、表示部１１２がＯＦＦであればＯＮにし（ステップＳ１０
４）、ライブ画像の表示（ＥＶＦ表示）を開始する（ステップＳ１０５）。なお、ライブ
画像の表示は、所定周期でフレーム画像を撮像素子１０３から読み込み、順次表示部１１
２に表示することにより行われる。
【００２５】
　次に、システム制御部１０７は操作部１１３により顔検出モードが設定されているか否
かを判別する（ステップＳ１０６）。顔検出モードが設定されている場合、顔検出部１２
６は、ライブ画像の表示用に所定周期で撮影されたフレーム画像に顔が存在するか否かを
定期的に調べる（ステップＳ１０７）。顔検出は、ライブ画像用に撮影された全てのフレ
ーム画像に対して行う必要は無く、任意に設定された周期で行う。そして、フレーム画像
を調べる度に、顔の有無も含め、顔が検出された場合には検出された顔に関する情報を出
力し、記憶し、随時更新する（ステップＳ１０８）。
【００２６】
　フレーム画像内に顔が検出された場合、顔領域を枠で表示させることができるが、本第
１の実施形態では、検出された顔領域の枠を表示する条件が設定されている。その条件と
は、ステップＳ１０８で取得した顔の情報（顔の有無、信頼度、位置、サイズ等）の内の
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所定の値が予め設定された閾値内に包含されていることである。ここで、顔領域を枠で表
示させる条件の一例について説明する。
【００２７】
　顔検出時に出力される信頼度は、ズームレンズによる光学ズーム時と電子ズーム部１３
６による電子ズーム時とではかなり異なる。これは、電子ズーム時は光学ズーム時に比べ
解像度が低くなる関係で高い信頼度での顔検出が困難であるためで、いかなるズーム倍率
でも顔領域を枠で表示させる条件を一律にしてしまうと、以下のようなことが起こる。
【００２８】
　例えば、電子ズーム時を基準とした低い信頼度でも顔領域を枠で表示させるように設定
した場合、高解像度でライブ画像が表示される光学ズーム時に、顔領域の枠表示条件を満
たす低信頼度の領域が顔ではないという状況が起こり得る。逆に、光学ズーム時を基準と
した高い信頼度をもって顔領域が検出された場合にのみ顔領域の枠表示を実行するように
設定すると、電子ズーム時にはほとんど顔領域の枠が表示されなくなる。例えば、図５（
ａ）に示すような顔検出結果が得られた場合、図５（ｂ）に示すように光学ズーム時には
高信頼度（信頼度１）の顔領域の回りに枠が表示されるが、低信頼度（信頼度８）の顔領
域の回りには枠が表示されない。更に低信頼度（信頼度８）の顔領域を中心に電子ズーム
を行った場合、図５（ｃ）に示すように、低信頼度（信頼度８）の顔領域の回りには枠が
表示されない。
【００２９】
　そこで、本第１の実施形態では、ズーム倍率に応じて、顔領域の枠表示条件を異なるも
のとし、ズーム倍率が高い場合ほど低い信頼度であっても検出された顔領域の枠表示を実
行するようにする。なお、ズームレンズによる光学ズームと電子ズーム部１３６による電
子ズームとでは光学ズームを優先するものとする。例えばズーム倍率を上げる場合には、
先ず光学ズームによるズームを行い、光学ズームで指定されたズーム倍率を達成できない
場合に、電子ズームによるズームに移行する。この条件設定の一例を図４に示すが、本発
明はこれに限られるものではない。
【００３０】
　このようにズーム倍率に応じて顔領域の枠表示条件を変えることにより、適した顔領域
の枠表示を行うことが可能となる。例えば、図６（ａ）に示すように低信頼度（信頼度８
）の顔領域を中心に電子ズームを行った場合、電子ズーム倍率が所定倍率（図４では５倍
）を超えていれば、図６（ｃ）に示すように、信頼度が低くても、図６（ｃ）のように、
顔領域の枠が表示される。電子ズームにより被写体を拡大する場合には、撮影者は撮影対
象の被写体を拡大することを目的としていると考えられ、顔検出モードに設定されている
状況において、拡大された画像内に被写体である顔が存在している可能性は高い。従って
、電子ズームによるズーム倍率が高い場合に枠表示条件として信頼度を低くすることによ
り、より適した枠表示を行うことが可能となる。
【００３１】
　図３の動作シーケンスに戻り、画像処理回路１０６は、ステップＳ１０８で取得した信
頼度及び現在のズーム倍率から、ステップＳ１０９で図４に示す枠表示条件を満たしてい
るかどうかを、信頼度と枠表示条件との比較により判断する。図４に示すように、枠表示
条件は光学ズーム及び電子ズームの倍率によって異なる信頼度の閾値（それぞれ、第２の
信頼度及び第１の信頼度）を示しており、画像処理回路１０６はここでは比較手段として
の役割も果たす。条件を満たしている（即ち、信頼度が枠表示条件として規定された信頼
度よりも高い）場合には、ライブ画像が表示されているＥＶＦ上に、検出された顔領域を
示す枠を重畳表示する（ステップＳ１１０）と共に、顔が検出された旨を表示する。更に
、枠表示を行った顔領域の情報は、撮像装置１内の不図示の記憶手段に記憶、更新される
。
【００３２】
　一方、ステップＳ１０９で図４に示す枠表示条件を満たしていない（即ち、信頼度が枠
表示条件として規定された信頼度よりも低い）と判断されると枠の表示は行わず、そのま
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まステップＳ１１１に進む。
【００３３】
　また、ステップＳ１０７において顔が存在しないと判断された場合には、上述したステ
ップＳ１０７からＳ１１０の処理は行わずに、ステップＳ１１１に直接進む。
【００３４】
　ステップＳ１１１では、シャッタースイッチＳＷ１が押下されたかどうかを判断する。
押下されていなければステップＳ１０６に戻り、顔検出モードが設定されていれば、ライ
ブ画像用に所定周期で新たに読み込まれたフレーム画像に対して上述した処理を実行する
。
【００３５】
　シャッタースイッチＳＷ１が押下されると（ステップＳ１１１でＹＥＳ）、随時更新さ
れてきた顔領域の情報の内、最新のものを用いて顔領域を示す枠を表示するか否かを判別
する（ステップＳ１１２）。図４に示す枠表示条件を満たしていない場合は、撮像素子１
０３から読み取った全画素の画像信号を用いたＡＦ処理、ＴＴＬ方式のＡＥ処理、ＥＦ処
理を実行する（ステップＳ１１４）。
【００３６】
　一方、枠表示条件を満たしている場合は、ライブ画像上（ＥＶＦ表示中）に顔領域を示
す枠を表示する（ステップＳ１１３）。そして、枠表示された顔領域に焦点を合わせるＡ
Ｆ処理及び、顔領域をもとに絞り値及びシャッター速度を決定するＴＴＬ方式のＡＥ処理
、ＥＦ処理を実行する（ステップＳ１１５）。
【００３７】
　ステップＳ１１４またはＳ１１５におけるＡＦ、ＡＥ処理後、シャッタースイッチＳＷ
２が押下されたか否か判別する（ステップＳ１１６）。押下されていない場合は再びシャ
ッタースイッチＳＷ１が押下された状態か否かを判別する（ステップＳ１１９）。押下さ
れていない場合はステップＳ１０６に戻って、上述した一連の動作を繰り返す。シャッタ
ースイッチＳＷ２が押下された場合は、撮像素子１０３が光学像を電気的な画像信号に変
換し、後段の各構成により上述した処理が実行され（ステップＳ１１７）、画像が生成さ
れて出力される（ステップＳ１１８）。その後、ステップＳ１０６に戻る。
【００３８】
　なお、ステップＳ１０６にて顔検出モードが設定されていない場合は、顔の検出を行わ
ずに、ライブ画像の表示を行い（ステップＳ１２０）、ユーザがシャッタースイッチＳＷ
１を押下していなければ（ステップＳ１２１でＮＯ）ステップＳ１０６に戻る。ユーザが
シャッタースイッチＳＷ１を押下すると（ステップＳ１２１でＹＥＳ）、撮像素子１０３
から画像信号を読み出し、読み出した全画素の画像信号を用いて、ＡＦ処理、ＴＴＬ方式
のＡＥ処理、ＥＦ処理を実行する（ステップＳ１１４）。その後、上述したステップＳ１
１６へ進む。
【００３９】
　なお、上記説明では、枠表示条件に基づいて、検出した顔領域を示す枠を表示するかど
うかを判断すると共に、枠表示した顔領域をＡＦ処理、ＡＥ処理等の処理に用いるかどう
かについて説明した。即ち、ここで言う枠表示条件は、検出した顔領域が実際に顔である
かどうかを判定するための基準を示すものである。従って、本第１の実施形態の特徴は検
出した顔領域の枠を表示するか否かというよりも、むしろ、検出した顔領域を、その後の
処理において顔として扱うかどうかを、ズーム倍率と信頼度に応じて判断するところにあ
る。
【００４０】
　上記の通り本第１の実施形態によれば、ズーム倍率と検出された顔領域の信頼度とから
、検出された顔領域をその後の処理に用いるか否かをより的確に判断することが可能とな
る。
【００４１】
　また、枠表示条件を満たす顔領域に枠を表示することにより、撮影者は顔領域の検出の
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有無が一目で分かるため、顔領域に適したＡＦ処理やＡＥ処理等が行われる、または行わ
れたか否かを知ることが可能となる。
【００４２】
＜第２の実施形態＞
　次に、本発明の第２の実施形態おける撮像装置１の撮像時の動作について、図７のフロ
ーチャートを参照して説明する。なお、図７において、図３と同様の処理には同じ参照番
号を付して説明を省略し、第１の実施形態と異なる部分について主に説明を行う。
【００４３】
　ステップＳ２１１おいて電子ズームがオンの状態になるまで、ステップＳ１１１を介し
て第１の実施形態で上述したステップＳ１０６～Ｓ１１０の処理を繰り返す。ここでは先
ず、参照する枠表示条件の初期条件として、第１の実施形態で説明した図４に示すものと
する。そして、撮影者の操作部１１３によりズーム倍率が変更され、光学ズームから電子
ズームに移行する倍率になったかどうかを判定する（ステップＳ２１１）。移行する場合
には（電子ズームＯＮ）、電子ズームがオンになる直前に光学ズームによるズーム倍率で
得られたフレーム画像で顔が検出されたか否かを、顔の検出結果を随時記憶した記憶手段
から判別する（ステップＳ２１２）。
【００４４】
　顔の存在が確認された場合にはステップＳ２１３に進んで、枠検出条件として図４に示
す条件を設定する。一方、確認されなかった場合はステップＳ２１４に進み、例えば、図
８に示す枠検出条件を設定する。
【００４５】
　上述した第１の実施形態では、ズーム倍率が高くなるにつれ、顔としての確からしさの
指標である信頼度がより低い場合でもライブ画像上（ＥＶＦ表示中）に顔領域を示す枠を
表示することを説明した。しかし、この方法では、電子ズーム領域であって、かつフレー
ム画像内に顔が存在しない場合に、顔でないものを顔として判断し、枠表示をしてしまう
可能性がある。
【００４６】
　そこで、本第２の実施形態では、電子ズームがオンになる直前のフレーム画像内に顔が
存在していないことが顔の検出結果から確認された場合、顔領域の枠表示条件をズーム倍
率に関わらず、例えば図８に示すように一律にする。このとき、光学ズーム時、電子ズー
ム時とも顔としての確からしさの指標である信頼度がかなり高い場合にのみ、ライブ画像
上（ＥＶＦ表示中）に顔領域の枠を表示する。
【００４７】
　顔領域の枠表示条件の切り替え後は、ステップＳ１１１を介して、ステップＳ１０６に
戻り、参照する枠表示条件が異なる（図４か図８か）以外は、上述した処理を繰り返す。
【００４８】
　上記の通り本第２の実施形態によれば、電子ズームがオンになった時にフレーム画像に
顔領域が存在しない可能性が高い場合に、枠表示条件を甘くしたために起こる顔領域の誤
判断を削減することが可能となる。更に、検出された顔領域の信頼度が十分に高い場合に
は、顔領域として判定することができるため、顔領域の判断をより適切に行うことが可能
となる。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明の実施の形態における撮像装置の概略構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施の形態における、顔検出結果の信頼度の基準を示す図である。
【図３】本発明の第１の実施形態における撮像時の動作を説明するためのフローチャート
である。
【図４】本発明の第１の実施形態における枠表示条件を示す図である。
【図５】従来の電子ズームがオン時のＥＶＦ表示例を示す図である。
【図６】本発明の第１の実施形態における、電子ズームがオン時のＥＶＦ表示例を示す図
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である。
【図７】本発明の第２の実施形態における撮像時の動作を説明するためのフローチャート
である。
【図８】本発明の第２の実施形態における枠表示条件を示す図である。
【符号の説明】
【００５０】
　１　撮像装置
　１０１　撮影レンズ
　１０２　シャッター
　１０３　撮像素子
　１０４　Ａ／Ｄ変換器
　１０５　タイミング発生回路
　１０６　画像処理回路
　１０７　システム制御部
　１０８　画像メモリ
　１０９　メモリ制御回路
　１１０　Ｄ／Ａ変換器
　１１１　メモリ
　１１２　表示部
　１１３　操作部
　１２６　顔検出部
　１３６　電子ズーム部

【図１】

【図２】

【図３】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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